
名古屋市社会福祉協議会事務局専門職員（苦情相談員）募集要項 
 

令和５年１１月２４日 

 

社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会 

 

名古屋市社会福祉協議会事務局専門職員（苦情相談員）の採用試験を次のとおり実施します。 

 

 

１ 募集職種及び採用人員、受験資格、主な業務内容 

（1）募集職種及び採用人員、受験資格、主な業務内容  

募集職種 苦情相談員 

採用人員 １名 

受験資格 

次に記載されているいずれかの資格または経験を有する方 

① 次のいずれかの資格を保有する方  

  ・社会福祉士または精神保健福祉士（国家試験合格後に未登録でも可） 

  ・社会福祉士または精神保健福祉士の国家資格受験資格 

② 福祉・医療・保健関係の３年以上の相談援助業務の経験を有する方 

③ 施設管理者あるいは苦情解決責任者として３年以上またはカスタマ

ーセンター等で３年以上勤務し、苦情対応に豊富な経験を有する方 

④ 社会福祉協議会での１年以上の相談援助業務の経験を有する方 

業務内容 

福祉サービス苦情相談センター(※1)において、以下の業務にあたる。 

① 福祉サービス利用者からの苦情に関わる相談業務 

② 苦情調整員会(※2)の運営に関する業務 

③ 福祉サービス苦情相談研修会の開催に関する業務 

④ その他、福祉サービス苦情相談センター運営に関する業務 

※1 名古屋市社会福祉協議会では「福祉サービス苦情相談センター」を設置し、名古屋

市内の社会福祉事業所と委託契約を結び、中立かつ公正な立場でこれらの福祉サー

ビスの苦情について、調査及び助言等を行っています。 

※2 社会福祉に関して優れた見識と専門性、経験を有する苦情調整委員（６名）で構成

する「苦情調整委員会」を月一回に開催し、合議制による適切な苦情の解決に向け

ての方策を審議し、事業者に対する助言や提言等を行っています。 

 

（2）その他 

次のいずれかに該当する方は受験できません。 

① 禁錮以上の刑に処せられ、その執行が終わるまで、又はその執行を受けることがな

くなるまでの者 

② 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で

破壊することを主張する政党その他団体を結成し、又はこれに加入した者 

③ 過去に本会が実施した苦情相談員採用試験に応募し、不合格となった者 

 

２ 採用予定日 

令和６年４月１日 



 

３ 採用試験 

（1）日 時 

受験希望者と相談の上、採用試験の実施が可能な日時で決定 

（2）集合場所（試験会場） 

名古屋市総合社会福祉会館（北区総合庁舎）7階 中会議室 

名古屋市北区清水四丁目 17番 1号 

（3）試験の種類・時間・内容・配点 

①小論文試験  ６０分間（１００点） 

②面接試 験 約２０分間（１８０点） 

  ※面接試験は、順番に行います。受験者数により長時間お待ちいただくことがあります。 

  （小論文試験終了後から面接開始までの時間は外出が可です。） 

※小論文、面接のどちらか一方でも受験されなかった場合は失格となります。 

※得点率が合格最低基準（満点の 60％）に満たないときは、総合順位が採用予定人数  

の範囲内にある場合でも不合格となります。 

（4）試験結果の発表 

   採用試験日の翌日以降１４日間以内に合格者に通知します。 

（不合格者には通知しません） 

なお、合否についての電話等による問い合わせには応じられません。 

 (5) 注意事項 

不正行為等の防止の観点から、試験会場内における携帯電話等の通信機器の操作や、

一切の情報の送受信等を禁止します。試験会場に到着する前に通信機器の電源を切り、

必ずかばんの中にしまってください。以上の内容について違反が確認されたときは、

当該受験を無効とする場合があります。 

 

４ 試験結果の開示 

  試験成績については、社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会個人情報保護規程に基づき、

口頭で開示を請求することができます。開示は閲覧により行います。 

請求できる人 開示内容 請求期間 請求方法 

不合格者 

総合得点 

試験種類

別得点 

・採用試験結果通知日の翌日から

その翌月同日まで（ただし、最

終日が土・日・祝日・振替休日

にあたる場合は、次の平日ま

で） 

・８時４５分から１７時３０分 

まで（土・日・祝日・振替休日を除く） 

名古屋市社会福祉協議会地域福

祉推進部において、必ず受験者

本人が①運転免許証、旅券、健

康保険証、学生証等の身分証明

書及び ②受験番号票（試験当

日にお渡しするもの）を提示し

て口頭で申し出てください。 

（注）・請求できるのは受験者本人が直接名古屋市社会福祉協議会に来所した場合のみで

す（代理による請求はできません）。また、電話・郵便などによる請求は受け付け

ておりません。 

   ・必要提示書類（身分証明書及び受験番号票）がない場合は開示できません。 

・開示請求の対象となるのは、全内容を受験した方です。 

 

 



 

５ 試験合格者の発表から採用まで 

（１）試験合格者には採用に向けて、事前に健康診断を受けていただき、関係書類を提

出していただきます。 

（２）傷病等により職務に支障があると認められる場合等には採用されないことがあり

ます。 

（３）受験資格がないことや受験申込書記載事項に不正があることが判明した場合には、

合格を取り消すことがあります。 

 

６ 処 遇 

勤務場所 

名古屋市社会福祉協議会福祉サービス苦情相談センター 

名古屋市北区清水四丁目 17番 1号 

名古屋市総合社会福祉会館（北区総合庁舎）5階 

雇用形態 

採用日から１年間 

※雇用更新あり（更新２回を限度、最大３年間雇用）。ただし、契約の更新

は勤務成績、態度、契約期間満了時の業務量等により判断する。 

勤務時間 

午前８時４５分から午後５時１５分（休憩１時間） 

月曜～金曜（土曜、日曜日及び祝日を除く） 

※状況によって時間外勤務（休日出勤含む）があります。 

給  与 

月額３２１，３００円（予定）  

※賞与及び昇給なし 

※通勤手当、超過勤務手当、休日給は別途支給します。 

そ の 他 
全国健康保険協会健康保険、厚生年金、雇用保険、労働者災害補償保険、愛知

県民間社会福祉事業職員共済会に加入します。 

 

７ 申込方法（郵送に限ります。持参はご遠慮ください） 

受験希望の方は、第９項に記載の【申し込み及び問い合わせ先】へ電話でご連絡をいた

だき、氏名、連絡先、受験希望日時（複数の日時）をお伝えください。  

その後、本会で採用試験の日程を調整の上、改めて受験日時をご連絡します。 

なお、受験希望日時は可能な範囲で配慮いたしますが必ずしもご希望に沿えるとは限り

ません。 

受験日時が決定しましたら、本会が指定する日（消印有効）までに、『採用試験申込書

（１）』と『採用試験申込書（２）』【それぞれ両面】に必要事項を記入し、以下の留意

事項に基づき、必要書類を「名古屋市社会福祉協議会地域福祉推進部 苦情相談員採用試

験担当者」あてに郵送してください。（郵送に限ります。持参はご遠慮ください。） 

申込受付後に受験票は発行しませんので、当日、直接会場へお越しください。 

 

＜留意事項＞ 

・ 必ず写真を貼り付けること 

・ 受験資格を証明する書類の写しを同封すること 

・ 封筒の表に「受験申込」と朱書きすること 

・ 提出書類不備の場合は、受験できません。 

＊受験に際して提出された書類等は一切返却いたしません。なお、採用試験において

取得した個人情報は、採用試験及び採用に関する事務以外の目的では使用しません。 



 

８ 試験会場案内 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９ 申し込み及び問い合わせ先 

社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会 地域福祉推進部（担当／坂井・倉） 

〒４６２－８５５８ 

名古屋市北区清水四丁目１７の１ 

名古屋市総合社会福祉会館５階 

  電話 ０５２－９１１－３１９３ 

 FAX ０５２－９１７－０７０２ 

名古屋市総合社会福祉会館（北区総合庁舎）７階  

 名古屋市北区清水 4-17-1 


